
徳
島
県
告
示
第
七
百
六
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ド
ラ
ッ
グ
コ
ス
モ
ス
土
成
店

阿
波
市
土
成
町
土
成
字
南
原
二
五
六
番
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
三
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
阿
波
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮

廃
棄
物
の
減
量
に
努
め
る
と
と
も
に
、
資
源
物
等
は
独
自
の
ル
ー
ト
を
活
用
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
す

る
よ
う
配
慮
願
い
た
い
。

２

防
災
・
防
犯
対
策
へ
の
協
力

防
犯
灯
、
消
火
栓
、
防
火
水
槽
等
の
対
策
に
配
慮
願
い
た
い
。

災
害
発
生
時
に
は
、
消
火
栓
、
防
火
水
槽
等
を
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

３

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

廃
棄
物
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
衛
生
面
に
十
分
留
意
さ
れ
た
い
。

廃
棄
物
の
運
搬
や
処
理
に
つ
い
て
、
一
般
廃
棄
物
は
、
阿
波
市
が
許
可
し
て
い
る
業
者
に
収
集
運

搬
を
依
頼
願
い
た
い
。

一
般
廃
棄
物
と
産
業
廃
棄
物
の
分
別
を
徹
底
し
、
そ
れ
ぞ
れ
適
正
に
処
理
す
る
と
と
も
に
、
廃
棄

物
の
減
量
対
策
を
講
じ
て
い
た
だ
き
た
い
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
、
期
間
及
び
時
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
商
工
労
働
観
光
部
企
業
支
援
課
及
び
阿
波
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２

縦
覧
の
期
間

令
和
三
年
十
二
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
一
月
十
日
ま
で

３

縦
覧
の
時
間

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で


